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も
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き
な
変
更
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と
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が
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れ
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身
の

意
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に
よ
り
契
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に
な
る
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と
を
メ
リ
ッ
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捉
え
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と
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で
き
ま
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大
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、
若
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新

成
人
の
契
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知
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剰
に
心
配
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反
対
し
が
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、
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大
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え
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サ
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く

れ
る
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在
だ
と
頼
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さ
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そ
の
た
め
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大
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説

明
で
き
る
程
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に
契
約
内
容
を
理

解
す
る
こ
と
が
大
事
で
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大
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彼
ら
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尊
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、
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ポ
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ト
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。

　

一
方
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。

　
「
法
的
拘
束
力
が
あ
る
」
と
は
、

相
手
が
義
務
を
果
た
さ
な
い
場

合
、
自
身
の
権
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を
行
使
す
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た

め
に
法
的
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を
と
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き
る
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は
、
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伴
う
行
為
で
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２
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ト
ラ
ブ
ル
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け
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た
め
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は
、
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契
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す
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ス
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本
当
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払
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家
族
な
ど
周
囲
の
人
の
意
見
も
聞

き
、
慎
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要
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判
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、
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の
お
け
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報
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得
る
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。
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「まなびあい出前講座」一覧表

ご利用ください

小金井市の障がい者福祉サービス（地域で安心して生活
するために）㉛

生活保護のしくみ㉜
生活困窮者自立支援制度について㉝

環　境（申し込みは生涯学習課へ）
ごみの出し方とリサイクル（混ぜればごみ分ければ資
源）㉞

下水道の過去・現在・未来（都市の発達と下水道の歴史）㉟
雨水浸透施設等設置事業について（雨水浸透ますってな
あに？）㊱

飼い主のいない猫対策（地域猫活動ってなあに？）㊲
滄浪泉園の歴史と緑の効果を学ぼう（身近にある緑を探
求しよう）㊳

まちづくり（申し込みは生涯学習課へ）
まちづくり条例について（条例の概要）㊴
土地区画整理事業について（東小金井駅北口土地区画整
理事業概要）㊵

小金井市の農業振興㊶
小金井市の商工振興（小金井市の産業振興プランについ
て）㊷

安全・防災（申し込みは生涯学習課へ）
災害に備えて安全対策を（わたしたちの防災対策〜自
助・共助・公助〜）㊸

防犯対策の心構え（犯罪のない町、小金井市をめざして）㊹
教育・コミュニケーション（申し込みは生涯学習課へ）
こうして作る広報紙㊺
小金井市の男女共同参画（男女共同参画の施策について）㊻
特別支援教育について（子どもたち一人一人のニーズに
応じた教育へ）㊼

小金井市立小・中学校の特色（小・中学校の特色ある教
育活動）㊽

子どもたちの健全育成（いじめ、不登校の解決に向けて）㊾
青少年の問題行動について（中学生を中心とした非行・
問題行動の解決に向けて）㊿

小金井市の青少年健全育成（青少年健全育成、行政と地
域のとりくみ）

学童保育所はどんなところ？（学童保育所での生活）
児童館ってどういうところ？（児童館の事業内容と児童
館の子どもたち）

子どもの権利について（子どもの権利条例と子どもオン
ブズ制度）

生涯学習ってなあに？
体育施設の利用について（楽しく汗を流そう）
図書館を上手に利用しよう（図書館は知識の宝庫）
公民館の利用について（「つどい、学び、つながる、地
域の拠点（ひろば）」公民館へ行こう）

歴史・文化（申し込みは生涯学習課へ）
小金井の遺跡（発掘調査成果で見える３万年の歴史）
郷土の歴史と文化財（江戸時代以降の小金井の歴史と文
化財）

小金井の地名（地名で読み解く郷土の歴史）
名勝小金井桜の今昔（小金井桜のあゆみと現状）
はけの森美術館（中村研一について）

生　活（申し込みは生涯学習課へ）
消費者は狙われている（最近の消費生活相談事例にみる
消費者被害）

警察署（申し込みは小金井警察署へ）
防犯対策（防犯教室）
青少年に対する被害・非行防止（青少年の健全育成を図
るために）

消防署（申し込みは小金井消防署へ）
身につけよう応急救護（ＡＥＤの使い方を学ぼう！）
地域・わが家の防火・防災対策について（地震や火災か
ら身を守るために）

法務省（申し込みは東京保護観察所立川支部へ）
「更生保護」ってなあに？
社会福祉協議会（申し込みは社会福祉協議会へ）
社会福祉協議会ってなあに？（協議会活動・ボランティ
ア・市民活動）

老後を支える地域の仕組み、権利擁護とは（成年後見と
地域福祉権利擁護事業）

東京ガス（申し込みは東京ガス株東京西支店へ）
防災講座（安心安全ガスの防災）
武蔵野税務署（申し込みは武蔵野税務署総務課へ）
知っておきたい「相続税」（基礎知識を学びましょう）
知っておきたい「贈与税」（基礎知識を学びましょう）

都水道局（申し込みは都水道局小平サービスステーションへ）
災害時の飲料水の確保について

講座名（サブタイトル）講座
番号

市　政（申し込みは生涯学習課へ）
小金井市長期総合計画（小金井市の将来像）①
小金井市公共施設等総合管理計画（自分たち・子どもた
ちの未来のために）②

小金井の家計簿（小金井市の財政状況）③
開かれた市政とプライバシー保護（情報公開と個人情報
保護）④

やさしい住民税の話（住民税のしくみ）⑤
やさしい固定資産税の話（税のしくみ）⑥
市民課窓口の仕事（わかりやすい市民課窓口手続き）⑦
市議会の話⑧

保健・福祉（申し込みは生涯学習課へ）※⑨⑬は休止中
すくすく子育て（⑨健康や育児について⑩赤ちゃんの栄
養と離乳食⑪幼児期からの食育）⑨〜⑪

小金井市の母子保健事業の紹介（知っておきたい母子保
健事業について）⑫

生活習慣と健康づくり（⑬生活習慣病予防について⑭生
活習慣病予防の食事と栄養の摂り方⑮いつまでも健康で
いるための食事と栄養の摂り方〜高齢者向け）

⑬〜⑮

お口の健康（⑯高齢者編⑰成人編）⑯〜⑰
むし歯予防（歯周病予防）（⑱障がい者（児）編－健康
な歯を保つために⑲乳幼児編－ブラッシング習慣をつけ
よう⑳学童期編－歯によい食べ方とブラッシング）

⑱〜⑳

小金井市成人保健事業の紹介（検診・相談・予防教室に
ついて㉑

献血は命をつなぐボランティア（少子高齢化と血液需要）㉒
小金井市の子育て支援（子育て支援の現状）㉓
小金井市の保育（子育てと仕事の両立支援）㉔
“国民健康保険”講座（国民健康保険制度）㉕
知っておきたい国民年金（国民年金制度）㉖
高齢者のための医療制度（後期高齢者医療制度）㉗
小金井市の介護保険の話（介護保険のしくみと利用方法
を紹介します）㉘

介護予防と小金井さくら体操（今日から始める介護予防）㉙
認知症サポーター養成講座（認知症の高齢者を地域で支
えるために）㉚

まなびあい出前講座まなびあい出前講座
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　皆さんが希望する講座に、市役所、小金井警察
署、小金井消防署、各団体、企業等の協力により、
職員・社員が出向いて情報を提供する「小金井市
まなびあい出前講座」を実施しています。（下表）
　行政の制度や事業等の市政情報を、分かりやす
く説明し、その情報を生かして地域の課題に取り
組むなど、皆さんの生涯学習を応援します。
　今後さらに講座メニューの充実を図るため、講
座を提供できる官公庁・民間団体を募集します。
詳しくは、生涯学習課までお問い合わせください。
 市内在住・在勤・在学の方で構成する１０人以上
の団体、グループ
※政治、宗教、営利目的の学習会は対象となりま

対

せん。業務繁忙期は、講座提供ができない場合が
あります
■講座時間２時間以内
【市役所講座】
▷月曜〜金曜日午前９時〜午後９時
▷土曜・日曜日午前９時〜午後５時
※年末年始および祝日を除きます
【警察署・消防署・法務省・社会福祉協議会・東
京ガス・税務署・都水道局講座】

▷月曜〜金曜日午前９時〜午後５時
※▷緊急事態発生の際は、中止することがありま
す▷年末年始および祝日を除きます
 ▷会場は、申込団体で用意してください▷学習他

の場ですので、苦情・陳情を伺う場ではありませ
ん。趣旨をご理解のうえ、お申し込みください
 下表の中から講座を選び、学習会の２０日前まで
にお申し込みください
申

 市生涯学習課生涯学習係（☎０４２－３８７－９８７９
 ０４２－３８３－１１３３）、小金井警察署（☎０４２－３８１
－０１１０ ０４２－３８３－８１９０）、小金井消防署（☎０４２
－３８４－０１１９ ０４２－３８５－９９１８）、東京保護観察所
立川支部（☎０４２－５２１－４２３１ ０４２－５２１－４２３９）、
社会福祉協議会（☎０４２－３８６－０２９４ ０４２－３８６－
１２９４）、東京ガス㈱東京西支店（☎０５７０－００２２１１）、
武蔵野税務署総務課（☎０４２２－５３－１３１１）、都水
道局小平サービスステーション（☎０４２－４６０－
５９０７ ０４２－４６０－５９０１）
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